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    郵 便 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 新 旧 対 照 条 文  

○ 郵 便 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 総 務 省 令 第 五 号 ） （ 第 一 条 関 係 ）  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  後 改  正  前 

 

 （ 料 金 の 届 出 ）  

第 二 十 一 条 会 社 は 、 法 第 六 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 郵 便 に 関 す る

料 金 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出

書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 一 料 金 を 適 用 す る 期 間 （ 限 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） 並 び に 料 金 の 種

類 、 額 及 び 適 用 方 法 （ 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 新 旧 の 対 照 を 明 示 す

る こ と 。 ） 

 二 実 施 期 日 

 三 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 変 更 を 必 要 と す る 理 由 

２ 前 項 の 届 出 書 の 提 出 は 、 次 に 掲 げ る 料 金 に 係 る も の に あ っ て は 当

該 料 金 の 実 施 期 日 の 三 十 日 前 ま で に 、 そ れ 以 外 の 料 金 に 係 る も の に

あ っ て は 当 該 料 金 の 実 施 期 日 の 十 日 前 ま で に し な け れ ば な ら な い 。  

 一 郵 便 物 の 料 金 

 二 郵 便 物 の 特 殊 取 扱 （ 法 第 四 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る も の に 限 る

。 ） の 料 金 

３ 第 一 項 の 届 出 書 の う ち 前 項 各 号 に 掲 げ る 料 金 に 係 る も の に は 、 次

に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

 一 料 金 の 算 出 の 根 拠 に 関 す る 説 明 書 

 

 （ 料 金 の 届 出 ）  

第 二 十 一 条 （ 同 上 ） 

 

 

 一 （ 同 上 ） 

 

 

 二 （ 同 上 ） 

 三 （ 同 上 ） 

２ （ 同 上 ） 

 

  

 一 （ 同 上 ） 

 二 （ 同 上 ） 

 

３ （ 同 上 ） 

 

 一 （ 同 上 ） 
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（ 新 設 ）

（ 新 設 ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出

料 金 を 適 用 す る 期 間 （ 限 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） 並 び に 料 金 の 種

 

法 第 六 十 七 条 第 五 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 料 金 は 、 次 に 掲

 

郵 便 物 の 特 殊 取 扱 （ 法 第 四 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 取 扱 い で あ

っ て 速 達 、 特 定 記 録 郵 便 及 び 交 付 記 録 郵 便 の 取 扱 い に 係 る も の ）

前 項 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め

法 第 四 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 郵 便 物 の 特 殊 取 扱 で あ っ

 

郵 便 物 の 特 殊 取 扱 （ 法 第 四 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る も の に 限 る

 
会 社 は 、 法 第 六 十 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 郵 便 に 関 す る

 

 
書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

類 、 額 及 び 適 用 方 法 （ 新 旧 の 対 照 を 明 示 す る こ と 。 ）

 

変 更 を 必 要 と す る 理 由

（ 法 第 六 十 七 条 第 五 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 料 金 ）

げ る 料 金 以 外 の 料 金 （ 変 更 に 係 る 場 合 に 限 る 。 ） と す る 。

 郵 便 物 の 料 金

 

 る と こ ろ に よ る 。

（ 料 金 の 届 出 ）

 
実 施 期 日

 

。 ） の 料 金

 

 速 達

 

 

第 二 十 五 条

  一

  二

  三

 

 

第 二 十 六 条

  一

  二

  三
の 料 金

 ２

 一

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004400000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004400000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004400000000001000000000000000000


 

3
 

て 、 会 社 に お い て 郵 便 物 を こ れ と 同 一 の 種 類 に 属 す る 他 の 郵 便 物

（ こ の 号 の 適 用 を 受 け る 郵 便 物 を 除 く 。 ） に 優 先 し て 送 達 す る も

の を い う 。 
二 特 定 記 録 郵 便  法 第 四 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 郵 便 物 の 特 殊 取

扱 で あ っ て 、 会 社 に お い て 郵 便 物 の 引 受 け に つ い て 記 録 し 、 送 達

す る も の を い う 。 

三 交 付 記 録 郵 便  法 第 四 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 郵 便 物 の 特 殊 取

扱 で あ っ て 、 会 社 に お い て 郵 便 物 の 配 達 に つ い て 記 録 す る も の を

い う 。 

 

 （ 収 支 状 況 の 報 告 及 び 公 表 ） 

第 二 十 七 条  法 第 六 十 七 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 郵 便 事 業 の 収 支 の 状

況 の 報 告 は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 四 月 以 内 に 行 う も の と す る 。 

２ 法 第 六 十 七 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 郵 便 事 業 の 収 支 の 状 況 の 公 表 は

、 前 項 の 報 告 を し た 後 、 遅 滞 な く 、 当 該 報 告 の 内 容 を 記 載 し た 書 類

を 会 社 の 営 業 所 及 び 事 務 所 に 備 え て 一 般 の 閲 覧 に 供 す る 方 法 に よ り

行 う ほ か 、 官 報 へ の 掲 載 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適 切 な 方

法 に よ り 行 う も の と す る 。 

３ 前 項 の 規 定 に よ る 公 表 の 期 間 は 、 当 該 公 表 に 係 る 事 業 年 度 の 翌 事

業 年 度 の 公 表 を 行 う ま で の 間 と す る 。 

 

 （ 郵 便 約 款 の 認 可 申 請 ） 

第 二 十 八 条  （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 収 支 状 況 の 報 告 及 び 公 表 ）  

第 二 十 五 条  法 第 六 十 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 郵 便 事 業 の 収 支 の 状

況 の 報 告 は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 四 月 以 内 に 行 う も の と す る 。  

２ 法 第 六 十 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 郵 便 事 業 の 収 支 の 状 況 の 公 表 は

、 前 項 の 報 告 を し た 後 、 遅 滞 な く 、 当 該 報 告 の 内 容 を 記 載 し た 書 類

を 会 社 の 営 業 所 及 び 事 務 所 に 備 え て 一 般 の 閲 覧 に 供 す る 方 法 に よ り

行 う ほ か 、 官 報 へ の 掲 載 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適 切 な 方

法 に よ り 行 う も の と す る 。 

３ （ 同 上 ） 

 

 

 （ 郵 便 約 款 の 認 可 申 請 ）  

第 二 十 六 条  （ 同 上 ） 
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 （ 郵 便 約 款 の 認 可 を 要 し な い 軽 微 な 提 供 条 件 ） 
第 二 十 九 条  （ 略 ） 

 

 （ 会 社 の 営 業 所 に お い て 掲 示 す る 事 項 ） 

第 三 十 条  （ 略 ） 

 

 （ 郵 便 業 務 管 理 規 程 の 記 載 事 項 ） 

第 三 十 一 条  （ 略 ） 

 

 （ 郵 便 業 務 管 理 規 程 の 認 可 基 準 ） 

第 三 十 二 条  （ 略 ） 

２ ～ ８ （ 略 ） 

 

 （ 業 務 の 委 託 の 認 可 申 請 ） 

第 三 十 三 条  （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

 

 

 （ 郵 便 約 款 の 認 可 を 要 し な い 軽 微 な 提 供 条 件 ）  

第 二 十 七 条  （ 同 上 ） 

 

 （ 会 社 の 営 業 所 に お い て 掲 示 す る 事 項 ）  

第 二 十 八 条  （ 同 上 ） 

 

 （ 郵 便 業 務 管 理 規 程 の 記 載 事 項 ）  

第 二 十 九 条  （ 同 上 ） 

 

 （ 郵 便 業 務 管 理 規 程 の 認 可 基 準 ）  

第 三 十 条  （ 同 上 ） 

２ ～ ８ （ 同 上 ） 

 

 （ 業 務 の 委 託 の 認 可 申 請 ）  

第 三 十 一 条  （ 同 上 ） 

２ ・ ３ （ 同 上 ） 
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○ 国 際 郵 便 規 則 （ 平 成 十 五 年 総 務 省 令 第 六 号 ） （ 第 二 条 関 係 ）  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  後 改  正  前 

 

 （ 適 用 ）  

第 一 条 郵 便 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 三 条 、 第 六 十 七 条 第

一 項 、 第 五 項 及 び 第 七 項 、 第 六 十 八 条 第 一 項 、 第 六 十 九 条 、 第 七 十

条 第 二 項 第 五 号 並 び に 第 三 項 第 二 号 、 第 五 号 及 び 第 六 号 並 び に 第 七

十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 国 際 郵 便 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 郵 便

法 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 総 務 省 令 第 五 号 ） の 規 定 （ 第 十 条 、 第 十 一

条 、 第 二 十 七 条 か ら 第 二 十 九 条 ま で 、 第 三 十 一 条 、 第 三 十 二 条 第 一

項 、 第 二 項 、 第 六 項 、 第 七 項 及 び 第 八 項 並 び に 第 三 十 三 条 の 規 定

を 除 く 。 ） に か か わ ら ず 、 こ の 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

 

 （ 用 語 ） 

第 二 条 こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 郵 便 に 関 す る 条 約 及 び 法

に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

  

 （ 国 際 郵 便 料 金 の 届 出 ） 

第 三 条 日 本 郵 便 株 式 会 社 （ 以 下 「 会 社 」 と い う 。 ） は 、 法 第 六 十 七

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 国 際 郵 便 に 関 す る 料 金 の 届 出 を し よ う と す る

と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

 （ 適 用 ）  

第 一 条 郵 便 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 十 三 条 、 第 六 十 七 条 第

一 項 及 び 第 五 項 、 第 六 十 八 条 第 一 項 、 第 六 十 九 条 、 第 七 十 条 第 二 項

第 五 号 並 び に 第 三 項 第 二 号 、 第 五 号 及 び 第 六 号 並 び に 第 七 十 二 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 国 際 郵 便 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 郵 便 法 施 行 規

則 （ 平 成 十 五 年 総 務 省 令 第 五 号 ） の 規 定 （ 第 十 条 、 第 十 一 条 、 第 二

十 五 条 、 第 二 十 六 条 、 第 二 十 七 条 、 第 二 十 九 条 、 第 三 十 条 第 一 項 、

第 二 項 、 第 六 項 、 第 七 項 及 び 第 八 項 並 び に 第 三 十 一 条 の 規 定 を 除

く 。 ） に か か わ ら ず 、 こ の 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

  

 （ 用 語 ） 

第 二 条 （ 同 上 ） 

 

 

 （ 国 際 郵 便 料 金 の 届 出 ） 
第 三 条 （ 同 上 ） 
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http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%97%58%95%d6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8c%dc%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8c%dc&REF_NAME=%97%58%95%d6%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8c%dc%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8c%dc&REF_NAME=%97%58%95%d6%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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 一 料 金 を 適 用 す る 期 間 （ 限 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） 並 び に 料 金 の 種

類 、 額 及 び 適 用 方 法 （ 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 新 旧 の 対 照 を 明 示 す

る こ と 。 ）  

 二 実 施 期 日  

 三 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 変 更 を 必 要 と す る 理 由  

２ 前 項 の 届 出 書 の 提 出 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 通 常 郵 便 物

の 料 金 並 び に 当 該 通 常 郵 便 物 に 係 る 書 留 、 速 達 及 び 受 取 通 知 の 取 扱

い の 料 金 に 係 る も の に あ っ て は 当 該 料 金 の 実 施 期 日 の 三 十 日 前 ま で

に 、 そ れ 以 外 の 料 金 に 係 る も の に あ っ て は 当 該 料 金 の 実 施 期 日 の 十

日 前 ま で に し な け れ ば な ら な い 。  

 一 会 社 が 、 万 国 郵 便 条 約 第 十 三 条 ３ 及 び 通 常 郵 便 に 関 す る 施 行 規

則 （ 万 国 郵 便 連 合 憲 章 に 規 定 す る 通 常 郵 便 に 関 す る 施 行 規 則 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） 第 百 二 十 条 の 規 定 に よ る 郵 便 物 の 取 扱 速 度 に 基

づ く 分 類 を 選 択 す る 場 合 に あ っ て は 、 優 先 郵 便 物 及 び 非 優 先 郵 便

物 （ 書 籍 及 び 冊 子 を 包 有 す る も の を 除 く 。 ）  

 二 会 社 が 、 万 国 郵 便 条 約 第 十 三 条 ３ 及 び 通 常 郵 便 に 関 す る 施 行 規

則 第 百 二 十 条 の 規 定 に よ る 郵 便 物 の 内 容 品 に 基 づ く 分 類 を 選 択 す

る 場 合 に あ っ て は 、 書 状 （ 航 空 書 簡 を 含 む 。 ） 、 郵 便 葉 書 及 び 盲

人 用 郵 便 物  

３ 第 一 項 の 届 出 書 の う ち 前 項 各 号 に 掲 げ る 料 金 に 係 る も の に は 、 次

に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 一 料 金 の 算 出 の 根 拠 に 関 す る 説 明 書  

 二 郵 便 の 役 務 に 関 す る 事 業 収 支 見 積 書  

 一 （ 同 上 ） 

 

 

 二 （ 同 上 ） 

 三 （ 同 上 ） 

２ 前 項 の 届 出 書 の 提 出 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 通 常 郵 便 物

の 料 金 並 び に 当 該 通 常 郵 便 物 に 係 る 書 留 、 速 達 及 び 受 取 通 知 の 取 扱

い の 料 金 に 係 る も の に あ っ て は 当 該 料 金 の 実 施 期 日 の 三 十 日 前 ま で

に 、 そ れ 以 外 の 料 金 に 係 る も の に あ っ て は 当 該 料 金 の 実 施 期 日 の 十

日 前 ま で に し な け れ ば な ら な い 。 

 一 （ 同 上 ） 

 

 

 

 

 二 （ 同 上 ） 

 

 

 
３ （ 同 上 ） 

 

 一 （ 同 上 ） 

 二 （ 同 上 ） 
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第 四 条  会 社 は 、 法 第 六 十 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 国 際 郵 便 に 関 す る

料 金 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出

書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 一 料 金 を 適 用 す る 期 間 （ 限 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） 並 び に 料 金 の 種

類 、 額 及 び 適 用 方 法 （ 新 旧 の 対 照 を 明 示 す る こ と 。 ）  

 二 実 施 期 日   

 三 変 更 を 必 要 と す る 理 由 

 

 （ 法 第 六 十 七 条 第 五 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 料 金 ） 

第 五 条  法 第 六 十 七 条 第 五 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 料 金 は 、 次 に 掲 げ る

料 金 以 外 の 料 金 （ 変 更 に 係 る 場 合 に 限 る 。 ） と す る 。 

 一 第 三 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 通 常 郵 便 物 の 料 金 並 び に 当 該 通 常 郵

便 物 に 係 る 書 留 、 速 達 及 び 受 取 通 知 の 取 扱 い の 料 金 

 二 郵 便 に 関 す る 条 約 に お い て そ の 提 供 が 義 務 付 け ら れ て い る 郵 便

物 又 は 取 扱 い の 料 金 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

三 Ｅ Ｍ Ｓ の 料 金 及 び 当 該 Ｅ Ｍ Ｓ に 係 る 取 扱 い の 料 金 

 

 （ 会 社 の 営 業 所 に お い て 掲 示 す る 事 項 ）  

第 六 条  （ 略 ） 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 会 社 の 営 業 所 に お い て 掲 示 す る 事 項 ）  
第 四 条  （ 同 上 ） 

 

  

 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006700000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000
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○ 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 総 務 省 令 第 二 十 七 号 ） （ 第 三 条 関 係 ）                                   

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  後 改  正  前 

 

 （ 特 定 信 書 便 役 務 の 料 金 の 額 ）  

第 四 条 法 第 二 条 第 七 項 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 額 は 、 次 の と お り

と す る 。  

 一 引 受 地 及 び 配 達 地 の い ず れ も が 国 内 に あ る 信 書 便 の 役 務 の 料 金

の 額 八 百 円   

 二 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

 （ 法 第 十 六 条 第 一 項 の 届 出 を 要 し な い 料 金 ）  

第 二 十 一 条 法 第 十 六 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 料 金 は 、 送 達 料 金

以 外 の 付 加 役 務 に 係 る 料 金 、 手 数 料 そ の 他 の 料 金 と す る 。 

 

 （ 添 付 書 類 ）  

第 三 十 七 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 一 ～ 十 （ 略 ） 

３ 法 第 二 十 九 条 の 許 可 及 び 法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十

二 条 第 一 項 の 認 可 の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 に あ っ て は 、 法 第 三 十 条

第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 類 は 、 前 項 の 規 定 に か

 

 （ 特 定 信 書 便 役 務 の 料 金 の 額 ）  

第 四 条 法 第 二 条 第 七 項 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 額 は 、 次 の と お り

と す る 。  

 一 引 受 地 及 び 配 達 地 の い ず れ も が 国 内 に あ る 信 書 便 の 役 務 の 料 金

の 額 千 円   

 二 （ 同 上 ） 

２ （ 同 上 ） 

 

 （ 法 第 十 六 条 第 二 項 各 号 の 基 準 を 適 用 し な い 料 金 ）  

第 二 十 一 条 法 第 十 六 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 料 金 は 、 送 達 料 金

以 外 の 付 加 役 務 に 係 る 料 金 、 手 数 料 そ の 他 の 料 金 と す る 。 

 

 （ 添 付 書 類 ）  

第 三 十 七 条 （ 同 上 ） 

２ （ 同 上 ） 

 一 ～ 十 （ 同 上 ） 

３ 法 第 二 十 九 条 の 許 可 及 び 法 第 三 十 三 条 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十

二 条 第 一 項 の 認 可 の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 に あ っ て は 、 法 第 三 十 条

第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 類 は 、 前 項 の 規 定 に か

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%b5%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000003000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%b5%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000007000000003000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000002000000000000000000
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か わ ら ず 、 同 項 第 二 号 か ら 第 十 号 ま で に 掲 げ る 書 類 と す る 。 

 

 （ 事 業 の 休 止 及 び 廃 止 の 届 出 ）  

第 三 十 八 条 （ 略 ） 

 

 （ 軽 微 な 変 更 の 届 出 ）  

第 三 十 九 条 法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 三 項 の 総 務

省 令 で 定 め る 軽 微 な 事 項 に 関 す る 事 業 計 画 の 変 更 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 一 ・ 二 （ 略 ） 

 三 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に 基 づ く 特 定 信 書 便 事 業 の 許 可 又 は 法 第 三

十 四 条 に お い て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 事 業 計

画 の 変 更 の 認 可 に 係 る 第 三 十 七 条 第 二 項 第 八 号 の 書 類 に よ り 証 さ

れ た 信 書 の 送 達 の 事 業 を 行 う こ と が で き る 国 の 範 囲 内 （ 地 域 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 地 域 の 範 囲 内 ） に お け る 取 扱 地 の 変 更 

２ 法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届

出 は 、 様 式 第 六 の 届 出 書 に 、 第 三 十 七 条 に 掲 げ る 書 類 の う ち 事 業 計

画 の 変 更 に 伴 い そ の 内 容 が 変 更 さ れ る も の を 添 え て 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

 

 （ 準 用 ）  

第 四 十 条 第 十 一 条 、 第 十 二 条 、 第 十 四 条 か ら 第 十 七 条 ま で 、 第 二 十

四 条 、 第 二 十 五 条 及 び 第 二 十 七 条 か ら 第 三 十 四 条 ま で の 規 定 は 特 定

信 書 便 事 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 二 条 及 び

か わ ら ず 、 同 項 第 二 号 か ら 第 十 号 ま で に 掲 げ る 書 類 と す る 。 

 

 （ 事 業 の 休 止 及 び 廃 止 の 届 出 ）  

第 三 十 八 条 （ 同 上 ） 

 

 （ 軽 微 な 変 更 の 届 出 ）  

第 三 十 九 条 法 第 三 十 三 条 に お い て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 三 項 の 総 務

省 令 で 定 め る 軽 微 な 事 項 に 関 す る 事 業 計 画 の 変 更 は 、 次 の と お り と

す る 。  

 一 ・ 二 （ 同 上 ） 

 三 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に 基 づ く 特 定 信 書 便 事 業 の 許 可 又 は 法 第 三

十 三 条 に お い て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 事 業 計

画 の 変 更 の 認 可 に 係 る 第 三 十 七 条 第 二 項 第 八 号 の 書 類 に よ り 証 さ

れ た 信 書 の 送 達 の 事 業 を 行 う こ と が で き る 国 の 範 囲 内 （ 地 域 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 地 域 の 範 囲 内 ） に お け る 取 扱 地 の 変 更 

２ 法 第 三 十 三 条 に お い て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 届

出 は 、 様 式 第 六 の 届 出 書 に 、 第 三 十 七 条 に 掲 げ る 書 類 の う ち 事 業 計

画 の 変 更 に 伴 い そ の 内 容 が 変 更 さ れ る も の を 添 え て 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

 

 （ 準 用 ）  

第 四 十 条 第 十 一 条 、 第 十 二 条 、 第 十 四 条 か ら 第 十 七 条 ま で 、 第 二 十

四 条 、 第 二 十 五 条 及 び 第 二 十 七 条 か ら 第 三 十 四 条 ま で の 規 定 は 特 定

信 書 便 事 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 二 条 及 び

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000003000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%94%aa%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000002000000008000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000002000000008000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000002000000008000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000003000000000000000000
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http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80%91%e6%94%aa%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000002000000008000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000002000000008000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000002000000008000000000
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第 十 四 条 中 「 第 七 条 」 と あ る の は 「 第 三 十 七 条 」 と 、 第 十 五 条 第 五

号 及 び 第 十 六 条 第 四 号 中 「 第 七 条 第 二 項 第 八 号 及 び 第 九 号 」 と あ る

の は 「 第 三 十 七 条 第 二 項 第 九 号 及 び 第 十 号 」 と 、 第 十 七 条 第 四 号 中

「 第 七 条 第 二 項 第 九 号 」 と あ る の は 「 第 三 十 七 条 第 二 項 第 十 号 」 と

読 み 替 え る も の と す る 。 

 

 （ 報 告 書 の 提 出 ）  

第 四 十 一 条 法 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 一 般 信 書 便 事 業 者 又

は 特 定 信 書 便 事 業 者 は 、 毎 事 業 年 度 の 経 過 後 百 日 以 内 に 当 該 年 度 に

係 る 事 業 報 告 書 を 、 毎 年 七 月 十 日 ま で に 前 年 四 月 一 日 か ら 当 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 期 間 に 係 る 事 業 実 績 報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２ 前 項 の 事 業 報 告 書 は 、 様 式 第 二 十 の 事 業 概 況 報 告 書 、 貸 借 対 照

表 及 び 損 益 計 算 書 に よ る も の と し 、 同 項 の 事 業 実 績 報 告 書 は 、 様 式

第 二 十 一 の 信 書 便 事 業 実 績 報 告 書 に よ る も の と す る 。 

 

 （ 臨 時 の 報 告 ）  

第 四 十 二 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

 （ 立 入 検 査 の 身 分 証 明 書 ）  

第 四 十 三 条 法 第 三 十 七 条 第 三 項 の 証 明 書 は 、 様 式 第 二 十 二 に よ る も

の と す る 。 

 

第 十 四 条 中 「 第 七 条 」 と あ る の は 「 第 三 十 七 条 」 と 、 第 十 五 条 第 五

号 及 び 第 十 六 条 第 四 号 中 「 第 七 条 第 二 項 第 八 号 及 び 第 九 号 」 と あ る

の は 「 第 三 十 七 条 第 二 項 第 九 号 及 び 第 十 号 」 と 、 第 十 七 条 第 四 号 中

「 第 七 条 第 二 項 第 九 号 」 と あ る の は 「 第 三 十 七 条 第 二 項 第 十 号 」 と

読 み 替 え る も の と す る 。 

 

 （ 報 告 書 の 提 出 ）  

第 四 十 一 条 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 一 般 信 書 便 事 業 者 又

は 特 定 信 書 便 事 業 者 は 、 毎 事 業 年 度 の 経 過 後 百 日 以 内 に 当 該 年 度 に

係 る 営 業 報 告 書 を 、 毎 年 七 月 十 日 ま で に 前 年 四 月 一 日 か ら 当 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 期 間 に 係 る 事 業 実 績 報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２ 前 項 の 営 業 報 告 書 は 、 様 式 第 二 十 の 営 業 概 況 報 告 書 、 貸 借 対 照

表 及 び 損 益 計 算 書 に よ る も の と し 、 同 項 の 事 業 実 績 報 告 書 は 、 様 式

第 二 十 一 の 信 書 便 事 業 実 績 報 告 書 に よ る も の と す る 。 

 

 （ 臨 時 の 報 告 ）  

第 四 十 二 条 （ 同 上 ） 

２ （ 同 上 ） 

 

 （ 立 入 検 査 の 身 分 証 明 書 ）  

第 四 十 三 条 法 第 三 十 六 条 第 三 項 の 証 明 書 は 、 様 式 第 二 十 二 に よ る も

の と す る 。  
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http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%8b%e3%8b%e3&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000003000000000000000000
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 （ 意 見 の 聴 取 の 公 告 及 び 予 告 ）  

第 四 十 四 条 総 務 大 臣 は 、 法 第 四 十 条 に 規 定 す る 意 見 の 聴 取 を し よ う

と す る と き は 、 意 見 聴 取 会 を 開 始 す べ き 日 の 十 日 前 ま で に 、 意 見 聴

取 会 の 期 日 、 場 所 及 び 事 案 の 要 旨 を 公 告 す る も の と す る 。  

２ （ 略 ） 

 

 （ 意 見 聴 取 会 ）  

第 四 十 五 条 （ 略 ） 

２ ～ 1
0  （ 略 ） 

 

 （ 調 書 ）  

第 四 十 六 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

 

 （ 権 限 の 委 任 ）  

第 四 十 七 条 法 第 四 十 三 条 の 規 定 に よ り 、 特 定 信 書 便 事 業 （ そ の 提 供

す る 信 書 便 の 役 務 の う ち に 二 以 上 の 総 合 通 信 局 長 の 管 轄 区 域 に わ た

る 役 務 又 は 国 際 信 書 便 の 役 務 を 含 む も の を 除 く 。 ） に 関 す る 総 務 大

臣 の 権 限 （ 法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 七 条 及 び 第 二 十

八 条 （ 第 一 号 の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消 し に 係 る も の に 限 る 。 以 下 こ

の 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 法 第 三 十 八 条 並 び に 法 第 三 十 九 条 （ 法 第 三

十 四 条 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 七 条 及 び 第 二 十 八 条 の 規 定 に よ る

処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） は 、 総 合 通 信

局 長 に 委 任 す る 。 た だ し 、 法 第 三 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す

 （ 意 見 の 聴 取 の 公 告 及 び 予 告 ）  

第 四 十 四 条 総 務 大 臣 は 、 法 第 三 十 九 条 に 規 定 す る 意 見 の 聴 取 を し よ

う と す る と き は 、 意 見 聴 取 会 を 開 始 す べ き 日 の 十 日 前 ま で に 、 意 見

聴 取 会 の 期 日 、 場 所 及 び 事 案 の 要 旨 を 公 告 す る も の と す る 。  

２ （ 同 上 ） 

 

 （ 意 見 聴 取 会 ）  

第 四 十 五 条 （ 同 上 ） 

２ ～ 1
0  （ 同 上 ） 

 

 （ 調 書 ）  

第 四 十 六 条 （ 同 上 ） 

２ ・ ３ （ 同 上 ） 

 

 （ 権 限 の 委 任 ）  

第 四 十 七 条 法 第 四 十 二 条 の 規 定 に よ り 、 特 定 信 書 便 事 業 （ そ の 提 供

す る 信 書 便 の 役 務 の う ち に 二 以 上 の 総 合 通 信 局 長 の 管 轄 区 域 に わ た

る 役 務 又 は 国 際 信 書 便 の 役 務 を 含 む も の を 除 く 。 ） に 関 す る 総 務 大

臣 の 権 限 （ 法 第 三 十 三 条 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 七 条 及 び 第 二 十

八 条 （ 第 一 号 の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消 し に 係 る も の に 限 る 。 以 下 こ

の 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 法 第 三 十 七 条 並 び に 法 第 三 十 八 条 （ 法 第 三

十 三 条 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 七 条 及 び 第 二 十 八 条 の 規 定 に よ る

処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） は 、 総 合 通 信

局 長 に 委 任 す る 。 た だ し 、 法 第 三 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す
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1
2
 

る 権 限 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と を 妨 げ な い 。 

 

 （ 届 出 ） 

第 四 十 八 条 一 般 信 書 便 事 業 者 及 び 特 定 信 書 便 事 業 者 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た と き に は 、 そ の 旨 を 当 該 各 号 に

掲 げ る 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 一 （ 略 ） 

 二 法 第 十 三 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 若 し く は 特 定 信 書 便 事 業 の 譲 渡 し

及 び 譲 受 け 又 は 同 条 第 二 項 （ 法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 法 人 の 合 併 若 し く は 分 割 が 終 了 し た 場 合 

   当 該 事 項 の 認 可 を し た 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長  

 三 （ 略 ） 

 四 法 第 二 十 三 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ り 信 書 便 の 業 務 の 一 部 を 委 託 し て い た 一 般 信 書

便 事 業 者 又 は 特 定 信 書 便 事 業 者 が そ の 委 託 を 廃 止 し た 場 合 当 該

委 託 を 認 可 し た 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 

 五 法 第 二 十 四 条 第 一 項 又 は 第 二 十 五 条 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 三 十

四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 他 の 一 般 信 書

便 事 業 者 若 し く は 特 定 信 書 便 事 業 者 又 は 外 国 信 書 便 事 業 者 と 協 定

又 は 契 約 を 締 結 し て い た 一 般 信 書 便 事 業 者 又 は 特 定 信 書 便 事 業 者

が そ の 協 定 又 は 契 約 を 廃 止 し た 場 合 当 該 協 定 又 は 契 約 を 認 可 し

た 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 

 六 法 第 二 十 六 条 又 は 第 二 十 七 条 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 三 十 四 条 に

る 権 限 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と を 妨 げ な い 。 

 

 （ 届 出 ） 

第 四 十 八 条 一 般 信 書 便 事 業 者 及 び 特 定 信 書 便 事 業 者 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た と き に は 、 そ の 旨 を 当 該 各 号 に

掲 げ る 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 一 （ 同 上 ） 

 二 法 第 十 三 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 三 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 若 し く は 特 定 信 書 便 事 業 の 譲 渡 し

及 び 譲 受 け 又 は 同 条 第 二 項 （ 法 第 三 十 三 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 法 人 の 合 併 若 し く は 分 割 が 終 了 し た 場 合 

   当 該 事 項 の 認 可 を し た 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長  

 三 （ 同 上 ） 

 四 法 第 二 十 三 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 三 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ り 信 書 便 の 業 務 の 一 部 を 委 託 し て い た 一 般 信 書

便 事 業 者 又 は 特 定 信 書 便 事 業 者 が そ の 委 託 を 廃 止 し た 場 合 当 該

委 託 を 認 可 し た 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 

 五 法 第 二 十 四 条 第 一 項 又 は 第 二 十 五 条 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 三 十

三 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 他 の 一 般 信 書

便 事 業 者 若 し く は 特 定 信 書 便 事 業 者 又 は 外 国 信 書 便 事 業 者 と 協 定

又 は 契 約 を 締 結 し て い た 一 般 信 書 便 事 業 者 又 は 特 定 信 書 便 事 業 者

が そ の 協 定 又 は 契 約 を 廃 止 し た 場 合 当 該 協 定 又 は 契 約 を 認 可 し

た 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 

 六 法 第 二 十 六 条 又 は 第 二 十 七 条 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 三 十 三 条 に
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お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 命 令 を 実 施 し た 場 合 

   当 該 命 令 を 発 し た 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 

 七 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

 

 （ 書 類 の 提 出 ）  

第 四 十 九 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 命 令 を 実 施 し た 場 合 

   当 該 命 令 を 発 し た 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 

 七 （ 同 上 ） 

２ ・ ３ （ 同 上 ） 

 

 （ 書 類 の 提 出 ）  

第 四 十 九 条 （ 同 上 ） 

２ （ 同 上 ） 
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別 表 （ 第 四 条 関 係 ） 

（ 略 ） 
付 表 各 地 帯 の 地 域 の 明 細 表 

第 一 地 帯  ア フ ガ ニ ス タ ン  

 ア メ リ カ 合 衆 国 の 海 外 領

土 

  ウ ェ ー キ 

  北 マ リ ア ナ 諸 島 

  グ ア ム 

  ミ ッ ド ウ ェ イ 諸 島 

 イ ン ド 

 イ ン ド ネ シ ア 

 カ ン ボ ジ ア 

 北 朝 鮮 

 シ ン ガ ポ ー ル 

 ス リ ラ ン カ 

 タ イ 

 大 韓 民 国 

 台 湾 

 中 華 人 民 共 和 国 

 ネ パ ー ル 

 パ キ ス タ ン 

 パ ラ オ 

 バ ン グ ラ デ シ ュ 

別 表 （ 第 四 条 関 係 ） 

（ 同 上 ） 

付 表 各 地 帯 の 地 域 の 明 細 表 

第 一 地 帯  ア フ ガ ニ ス タ ン  

 ア メ リ カ 合 衆 国 の 海 外 領

土 

  ウ ェ ー キ 

  北 マ リ ア ナ 諸 島 

  グ ア ム 

  ミ ッ ド ウ ェ イ 諸 島 

 イ ン ド 

 イ ン ド ネ シ ア 

 カ ン ボ ジ ア 

 北 朝 鮮 

 シ ン ガ ポ ー ル 

 ス リ ラ ン カ 

 タ イ 

 大 韓 民 国 

 台 湾 

 中 華 人 民 共 和 国 

 ネ パ ー ル 

 パ キ ス タ ン 

 パ ラ オ 

 バ ン グ ラ デ シ ュ 
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 東 テ ィ モ ー ル 

 フ ィ リ ピ ン 

 ブ ー タ ン 

 ブ ル ネ イ 

 ベ ト ナ ム 

 香 港 

 マ ー シ ャ ル 

 マ カ オ 

 マ レ ー シ ア 

 ミ ク ロ ネ シ ア 

 ミ ャ ン マ ー 

 モ ル デ ィ ブ 

 モ ン ゴ ル 

 ラ オ ス 

第 二 地 帯 一 オ セ ア ニ ア 地 域 

 オ ー ス ト ラ リ ア 

 キ リ バ ス 

 ク ッ ク 諸 島 

 サ モ ア 

 ソ ロ モ ン 

 ツ バ ル 

 ト ン ガ 

 ナ ウ ル 

 ニ ュ ー ・ カ レ ド ニ ア 

 東 テ ィ モ ー ル 

 フ ィ リ ピ ン 

 ブ ー タ ン 

 ブ ル ネ イ 

 ベ ト ナ ム 

 香 港 

 マ ー シ ャ ル 

 マ カ オ 

 マ レ ー シ ア 

 ミ ク ロ ネ シ ア 

 ミ ャ ン マ ー 

 モ ル デ ィ ブ 

 モ ン ゴ ル 

 ラ オ ス 

第 二 地 帯 一 オ セ ア ニ ア 地 域 

 オ ー ス ト ラ リ ア 

 キ リ バ ス 

 

 サ モ ア 

 ソ ロ モ ン 

 ツ バ ル 

 ト ン ガ 

 ナ ウ ル 

 ニ ュ ー ・ カ レ ド ニ ア 
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 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 

 バ ヌ ア ツ 

 パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 

 ピ ト ケ ア ン 

 フ ィ ジ ー 

 仏 領 ポ リ ネ シ ア 

 そ の 他 の オ セ ア ニ ア の 諸

島 

二 北 ア メ リ カ 、 中 央 ア メ

リ カ 及 び 西 イ ン ド 諸 島 

 ア メ リ カ 合 衆 国 

 ア メ リ カ 合 衆 国 の 海 外 領

土 

  プ エ ル ト ・ リ コ 

  米 領 ヴ ァ ー ジ ン 諸 島 

 ア ン ギ ラ 

 ア ン テ ィ グ ア ・ バ ー ブ ー

ダ 

 英 領 ヴ ァ ー ジ ン 諸 島 

 エ ル サ ル バ ド ル 

 オ ラ ン ダ 領 ア ン テ ィ ー ル

及 び ア ル バ 

 ガ ド ル ー プ 

 カ ナ ダ 

 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 

 バ ヌ ア ツ 

 パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 

 ピ ト ケ ア ン 

 フ ィ ジ ー 

 仏 領 ポ リ ネ シ ア 

 そ の 他 の オ セ ア ニ ア の 諸

島 

二 北 ア メ リ カ 、 中 央 ア メ

リ カ 及 び 西 イ ン ド 諸 島 

 ア メ リ カ 合 衆 国 

 ア メ リ カ 合 衆 国 の 海 外 領

土 

  プ エ ル ト ・ リ コ 

  米 領 ヴ ァ ー ジ ン 諸 島 

 ア ン ギ ラ 

 ア ン テ ィ グ ア ・ バ ー ブ ー

ダ 

 英 領 ヴ ァ ー ジ ン 諸 島 

 エ ル サ ル バ ド ル 

 オ ラ ン ダ 領 ア ン テ ィ ー ル

及 び ア ル バ 

 ガ ド ル ー プ 

 カ ナ ダ 
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 キ ュ ー バ 

 グ ア テ マ ラ 

 グ レ ナ ダ 

 ケ イ マ ン 諸 島 

 コ ス タ リ カ 

 サ ン ピ エ ー ル 及 び ミ ク ロ

ン 

 ジ ャ マ イ カ 

 セ ン ト ク リ ス ト フ ァ ー ・

ネ ー ヴ ィ ス 

 セ ン ト ビ ン セ ン ト 

 セ ン ト ル シ ア 

 タ ー ク ス 及 び カ イ コ ス 諸

島 

 ド ミ ニ カ 

 ド ミ ニ カ 共 和 国 

 ト リ ニ ダ ー ド ・ ト バ ゴ 

 ニ カ ラ グ ア 

 ハ イ チ 

 パ ナ マ 

 バ ハ マ 

 バ ミ ュ ー ダ 諸 島 

 バ ル バ ド ス 

 ベ リ ー ズ 

 キ ュ ー バ 

 グ ア テ マ ラ 

 グ レ ナ ダ 

 ケ イ マ ン 諸 島 

 コ ス タ リ カ 

 サ ン ピ エ ー ル 及 び ミ ク ロ

ン 

 ジ ャ マ イ カ 

 セ ン ト ク リ ス ト フ ァ ー ・

ネ ー ヴ ィ ス 

 セ ン ト ビ ン セ ン ト 

 セ ン ト ル シ ア 

 タ ー ク ス 及 び カ イ コ ス 諸

島 

 ド ミ ニ カ 

 ド ミ ニ カ 共 和 国 

 ト リ ニ ダ ー ド ・ ト バ ゴ 

 ニ カ ラ グ ア 

 ハ イ チ 

 パ ナ マ 

 バ ハ マ 

 バ ミ ュ ー ダ 諸 島 

 バ ル バ ド ス 

 ベ リ ー ズ 
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 ホ ン ジ ュ ラ ス 

 マ ル チ ニ ー ク 

 メ キ シ コ 

 モ ン ト セ ラ ト 

三 中 近 東 地 域 

 ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 

 イ エ メ ン 

 イ ス ラ エ ル 

 イ ラ ク 

 イ ラ ン 

 オ マ ー ン 

 カ タ ー ル 

 キ プ ロ ス 

 ク ウ ェ ー ト 

 サ ウ ジ ア ラ ビ ア 

 シ リ ア 

 ト ル コ 

 バ ー レ ー ン 

 ヨ ル ダ ン 

 レ バ ノ ン 

四 ヨ ー ロ ッ パ 

 ア イ ス ラ ン ド 

 ア イ ル ラ ン ド 

 ア ゼ ル バ イ ジ ャ ン 

 ホ ン ジ ュ ラ ス 

 マ ル チ ニ ー ク 

 メ キ シ コ 

 モ ン ト セ ラ ト 

三 中 近 東 地 域 

 ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 

 イ エ メ ン 

 イ ス ラ エ ル 

 イ ラ ク 

 イ ラ ン 

 オ マ ー ン 

 カ タ ー ル 

 キ プ ロ ス 

 ク ウ ェ ー ト 

 サ ウ ジ ア ラ ビ ア 

 シ リ ア 

 ト ル コ 

 バ ー レ ー ン 

 ヨ ル ダ ン 

 レ バ ノ ン 

四 ヨ ー ロ ッ パ 

 ア イ ス ラ ン ド 

 ア イ ル ラ ン ド 

 ア ゼ ル バ イ ジ ャ ン 
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 ア ル バ ニ ア 

 ア ル メ ニ ア 

 ア ン ド ラ 

 イ タ リ ア 

 ウ ク ラ イ ナ 

 ウ ズ ベ キ ス タ ン 

 英 国 

 エ ス ト ニ ア 

 オ ー ス ト リ ア 

 オ ラ ン ダ 

 ガ ー ン ジ ー 

 カ ザ フ ス タ ン 

 ギ リ シ ャ 

 キ ル ギ ス 

 ク ロ ア チ ア 

 コ ソ ボ 

 サ ン マ リ ノ 

 ジ ブ ラ ル タ ル 

 ジ ャ ー ジ ー 

ジ ョ ー ジ ア 

 ス イ ス 

 ス ウ ェ ー デ ン 

 ス ペ イ ン 

 ス ペ イ ン の 海 外 領 土 

 ア ル バ ニ ア 

 ア ル メ ニ ア 

 ア ン ド ラ 

 イ タ リ ア 

 ウ ク ラ イ ナ 

 ウ ズ ベ キ ス タ ン 

 英 国 

 エ ス ト ニ ア 

 オ ー ス ト リ ア 

 オ ラ ン ダ 

 ガ ー ン ジ ー 

 カ ザ フ ス タ ン 

 ギ リ シ ャ 

 キ ル ギ ス 

 グ ル ジ ア 

 ク ロ ア チ ア 

 サ ン マ リ ノ 

 ジ ブ ラ ル タ ル 

 ジ ャ ー ジ ー 

  

ス イ ス 

 ス ウ ェ ー デ ン 

 ス ペ イ ン 

 ス ペ イ ン の 海 外 領 土 
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  カ ナ リ ー 諸 島 

  ジ ャ デ ュ 

  セ ウ タ 

  チ ャ フ ァ リ ナ ス 諸 島 

  バ レ ア レ ス 諸 島 

  メ リ リ ア 

 ス ロ バ キ ア 

 ス ロ ベ ニ ア 

 セ ル ビ ア 

 タ ジ キ ス タ ン 

 チ ェ コ 

 デ ン マ ー ク 

 ド イ ツ 

 ト ル ク メ ニ ス タ ン 

 ノ ル ウ ェ ー 

 バ チ カ ン 

 ハ ン ガ リ ー 

 フ ィ ン ラ ン ド 

 フ ラ ン ス 

 ブ ル ガ リ ア 

 ベ ラ ル ー シ 

 ベ ル ギ ー 

 ポ ー ラ ン ド 

 ボ ス ニ ア ・ ヘ ル ツ ェ ゴ ビ

  カ ナ リ ー 諸 島 

  ジ ャ デ ュ 

  セ ウ タ 

  チ ャ フ ァ リ ナ ス 諸 島 

  バ レ ア レ ス 諸 島 

  メ リ リ ア 

 ス ロ バ キ ア 

 ス ロ ベ ニ ア 

 セ ル ビ ア 

 タ ジ キ ス タ ン 

 チ ェ コ 

 デ ン マ ー ク 

 ド イ ツ 

 ト ル ク メ ニ ス タ ン 

 ノ ル ウ ェ ー 

 バ チ カ ン 

 ハ ン ガ リ ー 

 フ ィ ン ラ ン ド 

 フ ラ ン ス 

 ブ ル ガ リ ア 

 ベ ラ ル ー シ 

 ベ ル ギ ー 

 ポ ー ラ ン ド 

 ボ ス ニ ア ・ ヘ ル ツ ェ ゴ ビ
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ナ 

 ポ ル ト ガ ル （ ア ゾ レ ス 諸

島 及 び マ デ イ ラ 諸 島 を 含

む 。 ） 

 マ ケ ド ニ ア 旧 ユ ー ゴ ス ラ

ビ ア 共 和 国 

 マ ル タ 

 モ ナ コ 

 モ ル ド バ 

 モ ン テ ネ グ ロ 

 ラ ト ビ ア 

 リ ト ア ニ ア 

 リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン 

 ル ー マ ニ ア 

 ル ク セ ン ブ ル ク 

 ロ シ ア 

第 三 地 帯 一 ア フ リ カ 

 ア セ ン シ ョ ン 

 ア ル ジ ェ リ ア 

 ア ン ゴ ラ 

 ウ ガ ン ダ 

 エ ジ プ ト 

 エ チ オ ピ ア 

 エ リ ト リ ア 
ナ 

 ポ ル ト ガ ル （ ア ゾ レ ス 諸

島 及 び マ デ イ ラ 諸 島 を 含

む 。 ） 

 マ ケ ド ニ ア 旧 ユ ー ゴ ス ラ

ビ ア 共 和 国 

 マ ル タ 

 モ ナ コ 

 モ ル ド バ 

 モ ン テ ネ グ ロ 

 ラ ト ビ ア 

 リ ト ア ニ ア 

 リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン 

 ル ー マ ニ ア 

 ル ク セ ン ブ ル ク 

 ロ シ ア 

第 三 地 帯 一 ア フ リ カ 

 ア セ ン シ ョ ン 

 ア ル ジ ェ リ ア 

 ア ン ゴ ラ 

 ウ ガ ン ダ 

 エ ジ プ ト 

 エ チ オ ピ ア 

 エ リ ト リ ア 
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 ガ ー ナ 

 カ ー ボ ヴ ェ ル デ 

 ガ ボ ン 

 カ メ ル ー ン 

 ガ ン ビ ア 

 ギ ニ ア 

 ギ ニ ア ビ サ ウ 

 ケ ニ ア 

 コ ー ト ジ ボ ワ ー ル 

 コ モ ロ 

 コ ン ゴ 共 和 国 

 コ ン ゴ 民 主 共 和 国 

 サ ン ト メ ・ プ リ ン シ ペ 

 ザ ン ビ ア 

 シ エ ラ レ オ ネ 

 ジ ブ チ 

 ジ ン バ ブ エ 

 ス ー ダ ン 

 ス ワ ジ ラ ン ド 

 セ ー シ ェ ル 

 赤 道 ギ ニ ア 

 セ ネ ガ ル 

 セ ン ト ・ ヘ レ ナ 

 ソ マ リ ア 

 ガ ー ナ 

 カ ー ボ ヴ ェ ル デ 

 ガ ボ ン 

 カ メ ル ー ン 

 ガ ン ビ ア 

 ギ ニ ア 

 ギ ニ ア ビ サ ウ 

 ケ ニ ア 

 コ ー ト ジ ボ ワ ー ル 

 コ モ ロ 

 コ ン ゴ 共 和 国 

 コ ン ゴ 民 主 共 和 国 

 サ ン ト メ ・ プ リ ン シ ペ 

 ザ ン ビ ア 

 シ エ ラ レ オ ネ 

 ジ ブ チ 

 ジ ン バ ブ エ 

 ス ー ダ ン 

 ス ワ ジ ラ ン ド 

 セ ー シ ェ ル 

 赤 道 ギ ニ ア 

 セ ネ ガ ル 

 セ ン ト ・ ヘ レ ナ 

 ソ マ リ ア 
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 タ ン ザ ニ ア 

 チ ャ ド 

 中 央 ア フ リ カ 

 チ ュ ニ ジ ア 

 ト ー ゴ 

 ト リ ス タ ン ・ ダ ・ ク ー ニ

ャ 

 ナ イ ジ ェ リ ア 

 ナ ミ ビ ア 

 ニ ジ ェ ー ル 

 ブ ル キ ナ フ ァ ソ 

 ブ ル ン ジ 

 ベ ナ ン 

 ボ ツ ワ ナ 

 マ ダ ガ ス カ ル 

 マ ラ ウ イ 

 マ リ 

 南 ア フ リ カ 共 和 国 

 南 ス ー ダ ン 

 モ ー リ シ ャ ス 

 モ ー リ タ ニ ア 

 モ ザ ン ビ ー ク 

 モ ロ ッ コ 

 リ ビ ア 

 タ ン ザ ニ ア 

 チ ャ ド 

 中 央 ア フ リ カ 

 チ ュ ニ ジ ア 

 ト ー ゴ 

 ト リ ス タ ン ・ ダ ・ ク ー ニ

ャ 

 ナ イ ジ ェ リ ア 

 ナ ミ ビ ア 

 ニ ジ ェ ー ル 

 ブ ル キ ナ フ ァ ソ 

 ブ ル ン ジ 

 ベ ナ ン 

 ボ ツ ワ ナ 

 マ ダ ガ ス カ ル 

 マ ラ ウ イ 

 マ リ 

 南 ア フ リ カ 共 和 国 

 

 モ ー リ シ ャ ス 

 モ ー リ タ ニ ア 

 モ ザ ン ビ ー ク 

 モ ロ ッ コ 

 リ ビ ア 



 

2
4
 

 リ ベ リ ア 

 ル ワ ン ダ 

 レ ソ ト 

 レ ユ ニ オ ン 

二 南 ア メ リ カ 

 ア ル ゼ ン チ ン 

 ウ ル グ ア イ 

 エ ク ア ド ル 

 ガ イ ア ナ 

 コ ロ ン ビ ア 

 ス リ ナ ム 

 チ リ 

 パ ラ グ ア イ 

 フ ォ ー ク ラ ン ド 諸 島 （ マ

ル ヴ ィ ナ ス 諸 島 ） 

 仏 領 ギ ア ナ 

 ブ ラ ジ ル 

 ベ ネ ズ エ ラ 

 ペ ル ー 

 ボ リ ビ ア 

 

 

 

 リ ベ リ ア 

 ル ワ ン ダ 

 レ ソ ト 

 レ ユ ニ オ ン 

二 南 ア メ リ カ 

 ア ル ゼ ン チ ン 

 ウ ル グ ア イ 

 エ ク ア ド ル 

 ガ イ ア ナ 

 コ ロ ン ビ ア 

 ス リ ナ ム 

 チ リ 

 パ ラ グ ア イ 

 フ ォ ー ク ラ ン ド 諸 島 （ マ

ル ヴ ィ ナ ス 諸 島 ） 

 仏 領 ギ ア ナ 

 ブ ラ ジ ル 

 ベ ネ ズ エ ラ 

 ペ ル ー 

 ボ リ ビ ア 

 

 

様式第４（第 11条、第 40 条関係） 様式第４（第 11条、第 40条関係） 
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信書便事業氏名等変更届出書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

  次のとおり変更したので、民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成 14年法律第 99 号）第 10条（同法第 34条において準用

する同法第 10条）の規定により、届け出ます。 

変更前の氏名等  

変更後の氏名等  

変更年月日  

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第５（第 12条、第 40 条関係） 

 事業計画変更認可申請書  

年  月  日 

総務大臣 殿 

信書便事業氏名等変更届出書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

  次のとおり変更したので、民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成 14年法律第 99号）第 10条（第 33条において準用する

同法第 10条）の規定により、届け出ます。 

変更前の氏名等  

変更後の氏名等  

変更年月日  

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第５（第 12条、第 40条関係） 

 事業計画変更認可申請書  

年  月  日 

総務大臣 殿 
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（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 12条第１項（同法第 34条において準用する同法第 12条第１

項）の規定により、同法第７条第１項第２号の事業計画を次のとお

り変更したいので申請します。 

変更事項  

変更内容 
変   更   前 変   更   後 

  

変更年月日  

変更の理由  

 注１ 変更事項の欄には、一般信書便事業者にあっては、信書便物

の引受けの方法、信書便物の配達の方法、一般信書便物の送達

日数又はその他の事業計画記載事項の別を、特定信書便事業者

にあっては、特定信書便役務の種類、信書便物の引受けの方法

、信書便物の配達の方法、同法第２条第７項第２号 の特定信書

便役務に係る事項又はその他の事業計画記載事項の別を記載す

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 12条第１項（第 33条において準用する同法第 12条第１項）

の規定により、同法第７条第１項第２号の事業計画を次のとおり変

更したいので申請します。 

変更事項  

変更内容 
変   更   前 変   更   後 

  

変更年月日  

変更の理由  

 注１ 変更事項の欄には、一般信書便事業者にあっては、信書便物

の引受けの方法、信書便物の配達の方法、一般信書便物の送達

日数又はその他の事業計画記載事項の別を、特定信書便事業者

にあっては、特定信書便役務の種類、信書便物の引受けの方法

、信書便物の配達の方法、法第２条第７項第２号 の特定信書便

役務に係る事項又はその他の事業計画記載事項の別を記載する
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ること。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第６（第 13条、第 39 条関係） 

  事業計画変更届出書   

 年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 12条第３項（同法第 34条において準用する同法第 12条第３

項）の規定により、届け出ます。 

変更事項  

変更内容 
変   更   前 変   更   後 

  

変更年月日  

変更の理由  

こと。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第６（第 13条、第 39条関係） 

  事業計画変更届出書   

 年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 12条第３項（第 33条において準用する同法第 12条第３項）

の規定により、届け出ます。 

変更事項  

変更内容 
変   更   前 変   更   後 

  

変更年月日  

変更の理由  
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注１ 変更事項の欄には、一般信書便事業者にあっては、信書便物

の引受けの方法、信書便物の配達の方法、一般信書便物の送達

日数又はその他の事業計画記載事項の別を、特定信書便事業者

にあっては、特定信書便役務の種類、信書便物の引受けの方法

、信書便物の配達の方法、同法第２条第７項第２号 の特定信書

便役務に係る事項又はその他の事業計画記載事項の別を記載す

ること。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第７（第 15条、第 40 条関係） 

 事業譲渡譲受認可申請書  

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

譲渡人住所  

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

（ふりがな） 

譲受人住所  

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

注１ 変更事項の欄には、一般信書便事業者にあっては、信書便物

の引受けの方法、信書便物の配達の方法、一般信書便物の送達

日数又はその他の事業計画記載事項の別を、特定信書便事業者

にあっては、特定信書便役務の種類、信書便物の引受けの方法

、信書便物の配達の方法、法第２条第７項第２号 の特定信書便

役務に係る事項又はその他の事業計画記載事項の別を記載する

こと。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第７（第 15条、第 40条関係） 

 事業譲渡譲受認可申請書  

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

譲渡人住所  

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

（ふりがな） 

譲受人住所  

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 



 

2
9
 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 13条第１項（同法第 34条において準用する同法第 13条第１

項）の規定により、次のとおり事業の譲渡し及び譲受けの認可を受

けたいので申請します。 

譲渡予定年月日  

譲渡譲受する事業の許

可の番号及び年月日 

 

譲渡しの理由  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第８（第 16条、第 40 条関係） 

 合併（分割）認可申請書  

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

合併後存続（合併により設立）する又は分割により当該 

事業の全部を承継する法人の名称及び代表者（設立委員 

会の代表者）の氏名（代表者が氏名を自筆で記入したと 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 13条第１項（第 33条において準用する同法第 13条第１項）

の規定により、次のとおり事業の譲渡し及び譲受けの認可を受けた

いので申請します。 

譲渡予定年月日  

譲渡譲受する事業の許

可の番号及び年月日 

 

譲渡しの理由  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第８（第 16条、第 40条関係） 

 合併（分割）認可申請書  

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

合併後存続（合併により設立）する又は分割により当該 

事業の全部を承継する法人の名称及び代表者（設立委員 

会の代表者）の氏名（代表者が氏名を自筆で記入したと 
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きは、押印を省略できる。）           印 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 13条第２項（同法第 34条において準用する同法第 13条第２

項）の規定により、次のとおり法人の合併（分割）の認可を受けた

いので申請します。 

当事者 

（ふりがな） 

名    称 

 

（ふりがな） 

住    所 

 

許可の番号及び年月日  

（ふりがな） 

名    称 

 

（ふりがな） 

住    所 

 

許可の番号及び年月日  

合併（分割）予定年月日  

合併（分割）を必要とする理由  

注１ 許可の番号及び年月日の欄には、当事者が一般信書便事業者

又は特定信書便事業者以外の者である場合は記載を要しない。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第９（第 17条、第 40 条関係） 

   相続認可申請書    

きは、押印を省略できる。）           印 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 13条第２項（第 33条において準用する同法第 13条第２項）

の規定により、次のとおり法人の合併（分割）の認可を受けたいの

で申請します。 

当事者 

（ふりがな） 

名    称 

 

（ふりがな） 

住    所 

 

許可の番号及び年月日  

（ふりがな） 

名    称 

 

（ふりがな） 

住    所 

 

許可の番号及び年月日  

合併（分割）予定年月日  

合併（分割）を必要とする理由  

注１ 許可の番号及び年月日の欄には、当事者が一般信書便事業者

又は特定信書便事業者以外の者である場合は記載を要しない。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第９（第 17条、第 40条関係） 

   相続認可申請書    
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年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。）                     印 

許可の番号及び年月日 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 14条第１項（同法第 34条において準用する同法第 14条第１

項）の規定により、次のとおり相続人の事業継続の認可を受けたい

ので申請します。 

被相続人の氏名及び住所  

相続して経営しようとする

被相続人の事業の内容 

 

相続開始の期日  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 13（第 24条、第 40 条関係） 

信書便約款設定（変更）認可申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。）                     印 

許可の番号及び年月日 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 14条第１項（第 33条において準用する同法第 14条第１項）

の規定により、次のとおり相続人の事業継続の認可を受けたいので

申請します。 

被相続人の氏名及び住所  

相続して経営しようとする

被相続人の事業の内容 

 

相続開始の期日  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 13（第 24条、第 40条関係） 

信書便約款設定（変更）認可申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 
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住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 17条第１項（同法第 33条第１項）の規定により、別紙のと

おり信書便約款の設定（変更）の認可を受けたいので申請します。 

実施予定日  

注１ 許可の番号及び年月日の欄には、同法第 29条の許可の申請

と同時に行う場合は記載を要しない。 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 14（第 31条、第 40 条関係） 

信書便管理規程設定（変更）認可申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日（法第 29条の許可の申請と同時 

に行う場合は記載を要しない。） 

 民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 17条第１項（第 33条において準用する同法第 17条第１項

）の規定により、別紙のとおり信書便約款の設定（変更）の認可を

受けたいので申請します。 

実施予定日  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 14（第 31条、第 40条関係） 

信書便管理規程設定（変更）認可申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 
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こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印   

許可の番号及び年月日 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 22条第１項（同法第 34条 において準用する同法第 22条第

１項）の規定により、別紙のとおり信書便管理規程の設定（変更）

の認可を受けたいので申請します。 

 注１ 許可の番号及び年月日の欄には、同法第 29条の許可の申請と

同時に行う場合は記載を要しない。 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 15（第 32条、第 40 条関係） 

  業務委託認可申請書   

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印   

許可の番号及び年月日（法第 29条の許可の申請と同時 

に行う場合は記載を要しない。） 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 22条第１項（第 33条 において準用する同法第 22条第１項

）の規定により、別紙のとおり信書便管理規程の設定（変更）の認

可を受けたいので申請します。 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

様式第 15（第 32条、第 40条関係） 

  業務委託認可申請書   

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99
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号）第 23条第１項（同法第 34条において準用する同法第 23条第１

項）の規定により、次のとおり信書便の業務の一部の委託の認可を

受けたいので申請します。 

受託者の氏名及び住所  

委託しようとする信書便の業務  

委託しようとする期間  

委託を必要とする理由  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 16（第 33条、第 40 条関係） 

事業協定等締結認可申請書  

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 24条第１項（同法第 34条 において準用する同法第 24条第

号）第 23条第１項（第 33条において準用する同法第 23条第１項）

の規定により、次のとおり信書便の業務の一部の委託の認可を受け

たいので申請します。 

受託者の氏名及び住所  

委託しようとする信書便の業務  

委託しようとする期間  

委託を必要とする理由  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 16（第 33条、第 40条関係） 

事業協定等締結認可申請書  

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 24条第１項（第 33条 において準用する同法第 24条第１項
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１項）の規定により、次のとおり他の一般信書便事業者又は特定信

書便事業者との信書の送達の事業に関する協定等の締結の認可を受

けたいので申請します。 

協定又は契約の相手方の氏名

（法人にあっては、名称及び

代表者の氏名）及び住所 

 

締結しようとする協定又は契

約の概要 

 

予定する協定又は契約の期間  

協定又は契約の締結を必要と

する理由 

 

その他参考となる事項  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 17（第 34条、第 40 条関係） 

外国信書便事業者との事業協定等締結認可申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

）の規定により、次のとおり他の一般信書便事業者又は特定信書便

事業者との信書の送達の事業に関する協定等の締結の認可を受けた

いので申請します。 

協定又は契約の相手方の氏名

（法人にあっては、名称及び

代表者の氏名）及び住所 

 

締結しようとする協定又は契

約の概要 

 

予定する協定又は契約の期間  

協定又は契約の締結を必要と

する理由 

 

その他参考となる事項  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 17（第 34条、第 40条関係） 

外国信書便事業者との事業協定等締結認可申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 
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こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 25条（同法第 34条において準用する同法第 25条）の規定に

より、次のとおり外国信書便事業者との信書の送達の事業に関する

協定等の締結の認可を受けたいので申請します。 

協定又は契約の相手方の氏名（法人に

あっては、名称及び代表者の氏名）及

び住所 

 

外国信書便事業者が信書の送達の事業

に相当する事業を営む国 

 

締結しよう

とする協定

又は契約の

概要 

外国信書便事業者との間

の責任関係 

 

外国信書便事業者との間

で信書便物の授受を行う

場所及びその方法 

 

予定する協定又は契約の期間  

協定又は契約の締結を必要とする理由  

その他参考となる事項  

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 18（第 35条関係） 

特定信書便事業許可申請書  

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印 

許可の番号及び年月日 

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号）第 25条（第 33条において準用する同法第 25条）の規定により

、次のとおり外国信書便事業者との信書の送達の事業に関する協定

等の締結の認可を受けたいので申請します。 

協定又は契約の相手方の氏名（法人に

あっては、名称及び代表者の氏名）及

び住所 

 

外国信書便事業者が信書の送達の事業

に相当する事業を営む国 

 

締結しよう

とする協定

又は契約の

概要 

外国信書便事業者との間

の責任関係 

 

外国信書便事業者との間

で信書便物の授受を行う

場所及びその方法 

 

予定する協定又は契約の期間  

協定又は契約の締結を必要とする理由  

その他参考となる事項  

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 18（第 35条関係） 

特定信書便事業許可申請書  
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年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印   

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号。以下「法」という。）第 29 条の規定により、特定信書便事業の

許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 １ 事業計画 

  (1) 特定信書便役務の種類 

注 法第２条第７項各号に規定する特定信書便役務の種類の別

に該当するものを記載すること。該当するものが複数ある場

合には、その 全て を記載すること。 

  (2) 信書便物の引受けの方法 

注 複数の種類の特定信書便役務を提供する場合にあっては、

特定信書便役務の種類ごとに信書便物の引受けの方法を記載

すること。 

  (3) 信書便物の配達の方法 

注 複数の種類の特定信書便役務を提供する場合にあっては、

特定信書便役務の種類ごとに信書便物の配達の方法を記載す

年  月  日 

総務大臣 殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印   

  民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99

号。以下「法」という。）第 29条の規定により、特定信書便事業の

許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 １ 事業計画 

  (1) 特定信書便役務の種類 

注 法第２条第７項各号に規定する特定信書便役務の種類の別

に該当するものを記載すること。該当するものが複数ある場

合には、その すべて を記載すること。 

  (2) 信書便物の引受けの方法 

注 複数の種類の特定信書便役務を提供する場合にあっては、

特定信書便役務の種類ごとに信書便物の引受けの方法を記載

すること。 

  (3) 信書便物の配達の方法 

注 複数の種類の特定信書便役務を提供する場合にあっては、

特定信書便役務の種類ごとに信書便物の配達の方法を記載す
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ること。 

  (4) 法第２条第７項第２号に係る特定信書便役務を提供しようと

する場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる事項のほか、

次に掲げる事項 

   イ 提供区域又は区間 

    注 「東京都 23区内」、「東京都千代田区、神奈川県横浜市

相互間」のように記載すること。提供区域又は区間が複数

ある場合には、その 全て を記載すること。 

   ロ 信書便物の送達に用いる送達手段 

    注 複数の提供区域又は区間において法第２条第７項第２号

に係る特定信書便役務を提供する場合にあっては、提供区

域又は区間ごとに記載すること。 

   ハ 信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、

その事業の計画が道路交通法（昭和 35年法律第 105号）の規

定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なもの

であることを示す事項 

  (5) 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、

地域名又は地名 

   注 引受地又は配達地ごとに記載すること。 

 ２ 他に事業を行っているときは、その事業の種類 

  注 事業の種類は、日本標準産業分類の分類に基づき、記載する

こと。 

 ３ 適用する信書便約款（該当する□欄にレ印を記入する。） 

  □ 法第 33条第３項の規定に基づき公示された特定信書便事業の

ること。 

  (4) 法第２条第７項第２号に係る特定信書便役務を提供しようと

する場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる事項のほか、

次に掲げる事項 

   イ 提供区域又は区間 

    注 「東京都 23区内」、「東京都千代田区、神奈川県横浜市

相互間」のように記載すること。提供区域又は区間が複数

ある場合には、その すべて を記載すること。 

   ロ 信書便物の送達に用いる送達手段 

    注 複数の提供区域又は区間において法第２条第７項第２号

に係る特定信書便役務を提供する場合にあっては、提供区

域又は区間ごとに記載すること。 

   ハ 信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、

その事業の計画が道路交通法（昭和 35年法律第 105号）の規

定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なもの

であることを示す事項 

  (5) 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、

地域名又は地名 

   注 引受地又は配達地ごとに記載すること。 

 ２ 他に事業を行っているときは、その事業の種類 

注 事業の種類は、日本標準産業分類の分類に基づき、記載する

こと。 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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標準信書便約款と同一の信書便約款 

  □ 上記以外の信書便約款 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 19（第 38条関係） 

特定信書便事業休止（廃止）届出書 

年  月  日 

総務大臣  殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                    印 

許可の番号及び年月日 

特定信書便事業を休止（廃止）したので、民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 32条の規定により

、届け出ます。 

休止年月日及び予定期間 

（廃止年月日） 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 20（第 41条関係） 

 

 

 

 

様式第 19（第 38条関係） 

特定信書便事業休止（廃止）届出書 

年  月  日 

総務大臣  殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                    印 

許可の番号及び年月日 

特定信書便事業を休止（廃止）したので、民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第 32条の規定により

、届け出ます。 

休止の予定年月日及び予定期間 

（廃止予定年月日） 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 20（第 41条関係） 
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   事業概況報告書     

年  月  日から     年  月  日まで 

年  月  日 

総務大臣  殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印   

許可の番号及び年月日 

１ 経営形態及び資本 

経営形態 

該当事項 

を〇で囲 

むこと。 

株式会社  合同会

社 

合名会社  個  

人 

合資会社  そ の 

他 

 

 

 

 

 

 

 

資       

 

 

 

 

資本

の額

又は

出資

の総

額 

千

円 

 

 

 

 

株      

 

 

 

 

発行

する

株式

の総

数 

株 

当期

中の

増減

額 

千

円 

発行

済株 株 

   営業概況報告書     

年  月  日から     年  月  日まで 

年  月  日 

総務大臣  殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印   

許可の番号及び年月日 

１ 経営形態及び資本 

経営形態 

該当事項 

を〇で囲 

むこと。 

株式会社  合同会

社 

有限会社  個  

人 

合名会社  そ の 

他 

合資会社 

 

 

 

 

 

 

資      

 

 

 

 

資本

の額

又は

出資

の総

額 

千

円 

 

 

 

 

株      

 

 

 

 

発行

する

株式

の総

数 

株 

当期

中の

増減

額 

千

円 発行

済株 株 
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本 株主

（社

員又

は組

合員

数) 

人 式 式の

総数 

 

 

２ 役員 

 役職名 氏      名 常勤非常勤の別 

取締役 

（理事）等 

   

   

   

   

監査役 

（監事）等 

   

   

   

   

３ 行っている事業 

事業 

の種 

類 

従業者数 

（人） 

営業収入 

（売上高） 

構成比率 

（％） 

事業

の 

名称 

従業者数 

（人） 

営業収入 

（売上高） 

構成比率 

（％） 

      

      

本 株主

（社

員又

は組

合員

数) 

人 式 式の

総数 

 

 

２ 役員 

 役職名 氏      名 常勤非常勤の別 

取締役 

（理事）等 

   

   

   

   

監査役 

（監事）等 

   

   

   

   

３ 行っている事業 

事業 

の名 

称 

従業者数 

（人） 

営業収入 

（売上高） 

構成比率 

（％） 

事業

の 

名称 

従業者数 

（人） 

営業収入 

（売上高） 

構成比率 

（％） 
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   合 計  100％ 

 注１ 事業の種類は、日本標準産業分類の分類に基づき、記載する

こと。 

  ２ 従業者数は、給料支払の対象となった月別支給人員（臨時雇

用員にあっては、25人日を１人として換算）の該当事業年度に

おける合計人員を当該事業年度の月数で除した人数とすること

。 

  ３ 他の事業を兼務している従業者については、各事業に従事し

た分量の割合であん分して計算することとし、それらのあん分

が明らかでないときは、均等に従事したものとして、従業者数

を計上すること。 

  ４ 適用する信書便約款（該当する□欄にレ印を記入する。） 

   □ 民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律

第 99号）第 33条第３項の規定に基づき公示された特定信書

便事業の標準信書便約款と同一の信書便約款 

   □ 上記以外の信書便約款 

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 21（第 41条関係） 

区分 一般信書便事業者 特定信書便事業者 

 注 区分の欄は、該当事項を〇で囲むこと。 

信書便事業実績報告書 

年  月  日から     年  月  日まで 

   合 計  100％ 

 注１ 従業者数は、給料支払の対象となった月別支給人員（臨時雇

用員にあっては、25人日を１人として換算）の該当事業年度に

おける合計人員を当該事業年度の月数で除した人数とすること

。 

  ２ 他の事業を兼務している従業者については、各事業に従事し

た分量の割合で按分して計算することとし、それらの按分が明

らかでないときは、均等に従事したものとして、従業者数を計

上すること。 

  ３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 21（第 41条関係） 

区分 一般信書便事業者 特定信書便事業者 

 注 区分の欄は、該当事項を〇で囲むこと。 

信書便事業実績報告書 

年  月  日から     年  月  日まで 
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年  月  日 

総務大臣  殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印   

許可の番号及び年月日 

１ 引受信書便物数実績 

役    務 引受物数 

（通） 

営業収入 

（千円） 

一般信書便役務   

特定信書便役務   

 １号役務   

 ２号役務   

 ３号役務   

国際信書便の役務   

そ  の  他   

合      計   

注１ 役務の欄には、該当事項を○で囲むこと。また、引受物数に

ついては、引き受けたことを記録する役務については実数を、

年  月  日 

総務大臣  殿 

（ふりがな） 

住    所 

（ふりがな） 

氏    名（自筆で記入したときは、押印を省略でき 

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載する 

こととし、代表者が自筆で記入したときは、押印を省略 

できる。）                   印   

許可の番号及び年月日 

 １ 引受信書便物数実績 

役    務 引受物数 

（通） 

営業収入 

（千円） 

一般信書便役務   

特定信書便役務   

国際信書便の役務   

そ  の  他   

合      計   

注１ 役務の欄には、該当事項を○で囲むこと。また、引受物数に

ついては、引き受けたことを記録する役務については実数を、

引き受けたことを記録しない役務については営業収入を当該役

務の基本料金の平均額で割り戻す等の適宜の方法により推計し

て計上するとともに、算出方法を添付すること。 
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引き受けたことを記録しない役務については営業収入を当該役

務の基本料金の平均額で割り戻す等の適宜の方法により推計し

て計上するとともに、算出方法を添付すること。 

２ 特定信書便役務の欄には、民間事業者による信書の送達に関

する法律（平成 14年法律第 99号）第２条第７項に掲げる区分

ごとに引受物数及び営業収入（国際信書便の役務の引受物数及

び営業収入を除く。）を計上すること。 

３ 国際信書便の役務の欄には、取扱地ごとに区分して引受物数

及び営業収入を計上すること。 

２ 信書便差出箱設置数 

信書便差出箱 

設置数 

 

個 

（  年３月 31日現在） 

注 一般信書便事業者のみ記載すること。また、国勢調査の結果が

新たに公表された年は、適宜の様式により第９条第１号イからホ

までに掲げる市町村又は特別区の区分ごとに各市町村又は各特別

区に設置する信書便差出箱設置数を報告すること。 

３ 紛失その他の事故の状況 

紛         失（件） 毀         損（件） 

  

 ４ 事業用不動産の一覧 

名称 所在地 面積（㎡） 営業所の 

設置の有無 

２ 特定信書便役務の欄には、民間事業者による信書の送達に関

する法律（平成 14年法律第 99号）第２条第７項に掲げる区分

ごとに引受物数を計上すること。 

３ 国際信書便の役務の欄には、取扱地ごとに区分して引受物数

を計上すること。 

２ 信書便差出箱設置数 

信書便差出箱 

設置数 

 

個 

（  年３月 31日現在） 

注 一般信書便事業者のみ記載すること。また、国勢調査の結果が

新たに公表された年は、適宜の様式により第９条第１号イからホ

までに掲げる市町村又は特別区の区分ごとに各市町村又は各特別

区に設置する信書便差出箱設置数を報告すること。 

３ 紛失その他の事故の状況 

紛         失（件） き         損（件） 

  

 ４ 事業用不動産の一覧 

名称 所在地 面積（㎡） 営業所の 

設置の有無 

    

（  年３月 31日現在） 

注１ 事業用不動産の所在地ごとに記載すること。この場合におい

て、事業用不動産の所在地は 都道府県ごとに整理して記載す
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（  年３月 31日現在） 

注１ 事業用不動産の所在地ごとに記載すること。この場合におい

て、事業用不動産の所在地は、都道府県ごとに整理して記載す

ること。 

２ 営業所（信書便物の引受けの業務を行う場所をいう。）又は

事業場（信書便物の引受け、表示、区分、配達、保管その他の

信書便の業務を行う場所をいう。）の用に供する場所がある事

業用不動産については、その見取図を添付すること。また、見

取図には、「信書便物の引受けの業務を行う場所」、「信書便

物であることの表示の業務を行う場所」、「還付できない信書

便物の措置の業務を行う場所」のように、当該場所において行

われる作業内容、面積及び信書便事業「専用」又は「兼用」の

別を記載すること。 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 22（第 43条関係） 

（表） 

    

 

 

 

 

 

信 

第 

三 

十 

七 

民 

間 

事 

業 

   

第 

 

 

 

 

号 

 

ること。 

２ 営業所（信書便物の引受けの業務を行う場所をいう。）又は

事業場（信書便物の引受け、表示、区分、配達、保管その他の

信書便の業務を行う場所をいう。）の用に供する場所がある事

業用不動産については その見取図を添付すること。また、見

取図には、「信書便物の引受けの業務を行う場所」、「信書便

物であることの表示の業務を行う場所」、「還付できない信書

便物の措置の業務を行う場所」のように、当該場所において行

われる作業内容、面積及び信書便事業「専用」又は「兼用」の

別を記載すること。 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

様式第 22（第 43条関係） 

（表） 

    

 

 

 

 

 

信 

書 

第 

三 

十 

六 

条 

民 

間 

事 

業 

者 

   

第 

 

 

 

 

号 

 

 

氏 

   

有 

 

発



 

4
6
 

 

氏 

 

名 

 

所 

 

属 

 

書 

便 

検 

査 

職 

員 

の 

証 

条 

第 

三 

項 

の 

規 

定 

に 

よ 

る 

者 

に 

よ 

る 

信 

書 

の 

送 

達 

に 

関 

す 

る 

法 

律 

 

有 

効 

期 

間 

 

 

 

年 

 

月 

 

日 

 

 

発

行

年

月

日   省 

 

 

 

 

 

 

印 

総 

 

 

 

 

 

 

務 

 

         

（裏） 

民間事業者による信書の送達に関する法律抜粋

 

名 

所 

 

属 

便 

検 

査 

職 

員 

の 

証 

第 

三 

項 

の 

規 

定 

に 

よ 

る 

に 

よ 

る 

信 

書 

の 

送 

達 

に 

関 

す 

る 

法 

律 

効 

期 

間 

 

 

 

年 

 

月 

 

日 

 

行

年

月

日   省 

 

 

 

 

 

 

印 

総 

 

 

 

 

 

 

務 

 

         

（裏） 

民間事業者による信書の送達に関する法律抜粋

第 36条 

２ 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度 
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第 37条 

２ 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度 

において、その職員に、一般信書便事業者又 

は特定信書便事業者の事務所その他の事業場 

に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しく 

は事業の用に供する施設、帳簿、書類その他 

の物件を検査させ、又は関係者に質問させる 

ことができる。 

３ 前項の規定により立入検査をする職員は、 

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請 

求があったときは、これを提示しなければな 

らない。 

４ 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のた 

めに認められたものと解してはならない。 

 注 大きさは、縦９センチメートル、横６センチメートルとする。 

 

において、その職員に、一般信書便事業者又 

は特定信書便事業者の事務所その他の事業場 

に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しく 

は事業の用に供する施設、帳簿、書類その他 

の物件を検査させ、又は関係者に質問させる 

ことができる。 

３ 前項の規定により立入検査をする職員は、 

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請 

求があったときは、これを提示しなければな 

らない。 

４ 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のた 

めに認められたものと解してはならない。 

 注 大きさは、縦９センチメートル、横６センチメートルとする。 
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○ 独 立 行 政 法 人 郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構 に 関 す る 省 令 （ 平 成 十 九 年 総 務 省 令 第 九 十 八 号 ） （ 第 四 条 関 係 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  後 改  正  前 

 

 （ 中 期 計 画 の 記 載 事 項 ） 

第 三 条 機 構 に 係 る 法 第 十 四 条 第 四 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 通

則 法 第 三 十 条 第 二 項 第 七 号 の 主 務 省 令 で 定 め る 業 務 運 営 に 関 す る

事 項 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

 

 

（ 削 る ） 

 

 （ 中 期 計 画 の 記 載 事 項 ）  

第 三 条 機 構 に 係 る 法 第 十 四 条 第 四 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 通

則 法 第 三 十 条 第 二 項 第 六 号 の 主 務 省 令 で 定 め る 業 務 運 営 に 関 す る

事 項 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

 

 （ 通 則 法 第 三 十 八 条 第 四 項 の 主 務 省 令 で 定 め る 書 類 ）  

第 十 九 条 の 二  機 構 に 係 る 通 則 法 第 三 十 八 条 第 四 項 の 主 務 省 令 で 定 め

る 書 類 は 、 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 、 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 、

剰 余 金 計 算 書 及 び 附 属 明 細 書 と す る 。 

  

 
 




